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 中国税関総署は 6 月 27 日に、財務省、自然資源省など中央政府 10 部門と合同で「通関の利便性向上と

効率化に向けた措置」を公布しました。通関作業の効率化と簡略化で企業のビジネス環境を改善し、貿易の

活性化に向けて、年内に 10項目に重点を置いて実施することになります。 

 

大項目 個別項目 実施時期 

通関の効率化 

輸入申告を「概要申告」と「完全申告」の 2 段階に分

け、申告時に全ての書類がなくても貨物の引き取りを許

可。 8月 31日まで 

関税保証保険を扱える保険会社を拡大。 

港湾の各種作業ごとに所要時間の目安を設定。 

12月 31日まで ベトナム国境の河口、カザフスタン国境のコルガス農業

品のスピード通関、ロシア国境の満州里、绥芬河でもス

ピード通関への準備を推進。 

通関書類の簡略化 

食品輸入に関する証明書類 2 件の提出を免除。 9月 30日まで 

薬品や金の輸入などに関する書類 5件をオンライン化。 

12月 31日まで 

情報化の推進 

税関と各省庁を電子システムでつなぎ、通関手続きなど

を一本化する「シングルウインドー」を推進。 

港湾作業のペーパーレス化を推進。 

港湾費用の引き下げ 
主要な国際海運会社と国際フォワーダーに対し、費用の

引き下げを督促。 
9月 30日まで 

市場管理の強化 違法な費用徴収や独占行為への集中取締りを実施。 

 


